
　
投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
す
。
明
日
の
国
政
を

担
う
大
事
な
選
挙
で
す
。

　
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

▽
投
票
で
き
る
方
　
投
票
日
当
日
ま

　
で
に
満
18
歳
で
選
挙
資
格
が
有
る

　
日
本
国
籍
の
方
が
投
票
で
き
ま
す

　
︵
あ
き
る
野
市
の
選
挙
人
名
簿
に

　
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
︶

　●

平
成
13
年
７
月
22
日
ま
で
に
生
ま

　
れ
た
方

　●

平
成
31
年
４
月
３
日
ま
で
に
あ
き

　
る
野
市
に
転
入
届
出
を
し
、
引
き

　
続
き
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

　
て
い
る
方

※
４
月
４
日
以
降
に
転
入
届
を
出
し

　
た
方
は
、
あ
き
る
野
市
の
選
挙
人

　
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
前
住
所
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
へ

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　●

平
成
31
年
３
月
４
日
以
降
に
転
出

　
し
た
方
の
う
ち
、
転
出
前
に
３
か

　
月
以
上
あ
き
る
野
市
の
住
民
基
本

　
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
方

▽
市
内
で
住
所
が
か
わ
っ
た
方
　
市

　
内
転
居
し
た
方
で
、
６
月
11
日
ま

　
で
に
転
居
届
出
を
し
た
方
は
、
新

　
し
い
住
所
地
の
投
票
所
で
、
ま
た

　
６
月
12
日
以
降
に
転
居
届
出
を
さ

　
れ
た
方
は
、
転
居
前
の
住
所
地
の

　
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
期
日
前
投
票
︵
投
票
所
入
場
整
理

　
券
が
な
く
て
も
投
票
で
き
ま
す
︶

　
投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど
で

　
投
票
所
へ
行
け
な
い
方
は
、
そ
の

　
事
由
を
宣
誓
書
に
記
入
し
、
期
日

　
前
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　●

市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー

　
ル
、
五
日
市
出
張
所
会
議
室
…
７

　
月
20
日
㈯
ま
で
　
午
前
８
時
30
分

　
〜
午
後
８
時

▽
投
票
所
入
場
整
理
券
　
世
帯
全
員

　
分
の
入
場
整
理
券
を
封
筒
で
各
家

　
庭
へ
郵
送
し
て
い
ま
す
。
投
票
の

　
際
に
は
氏
名
を
確
認
し
、
ご
自
身

　
の
入
場
整
理
券
を
お
持
ち
く
だ

　
さ
い
。

※
紛
失
や
届
か
な
か
っ
た
場
合
で
も
、

　
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ

　
ば
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所

　
の
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▽
選
挙
公
報
　
各
候
補
者
の
政
見
な

　
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
選
挙
公
報

　
は
、
各
家
庭
へ
直
接
お
届
け
し
て

　
い
ま
す
。

※
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
の
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。

▽
選
挙
当
日
の
投
・
開
票

　●

投
票

＊
日
時
…
７
月
21
日
㈰
　
午
前
７
時

　
〜
午
後
８
時

＊
場
所
…
市
内
各
投
票
所

　●

開
票

＊
日
時
…
７
月
21
日
㈰
　
午
後
９
時

　
か
ら

　●

場
所
…
秋
川
体
育
館

▽
特
設
電
話
　
投
票
日
当
日
の
午
前

　
10
時
以
降
、
投
・
開
票
に
関
す
る

　
お
問
い
合
わ
せ
は
、
特
設
電
話

　
︵
☎
５
５
０
・
６
８
８
３
︶
ま
で

▽
問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

　
局

　
10
月
６
日
㈰
執
行
の
あ
き
る
野
市

長
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
の
推
進
の
た
め
﹁
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
を
防
災
対
策
の
た
め
に
撤
去
﹂
ま

た
は
﹁
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
防
災
対

策
の
た
め
に
撤
去
し
て
新
た
に
安
全

▽
日
時
　
８
月
23
日
㈮
　
午
後
２
時

　
か
ら

▽
場
所
　
市
役
所
５
階
会
議
室

▽
定
員
　
１
候
補
２
人
ま
で

※
﹁
立
候
補
予
定
者
説
明
会
受
付

　
表
﹂
︵
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

　
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
︶
に
記
入

　
の
上
、
当
日
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

　
局

な
塀
を
設
置
す
る
﹂
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

※
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
補
助
対
象
工
事
・
補
助
額
　
表
１

　
・
表
２
の
と
お
り

　
６
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模
様

を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
﹁
市
議
会
﹂
か
ら
﹁
本
会
議
録
画

中
継
﹂
を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
議
会
事
務
局

▽
そ
の
他

　●

補
助
対
象
期
間
は
、
令
和
３
年
３

　
月
31
日
ま
で
で
す
。

　●

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た

　
だ
く
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
係

▽
日
時
　
９
月
29
日
㈰
　
午
前
10
時

　
〜
正
午

▽
場
所
　
青
山
学
院
大
学
青
山
キ
ャ

　
ン
パ
ス
９
号
館
︵
渋
谷
区
渋
谷
４

　
ー
４
ー
25
︶

▽
受
験
申
込
書
配
布

　●

場
所
…
管
理
課
下
水
道
係

　●

配
布
日
時
…
７
月
22
日
㈪
〜
８
月

　
30
日
㈮
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

　
５
時
︵
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

　
除
く
︶

▽
費
用
　
６
千
円

▽
申
込
み
方
法
　
８
月
１
日
㈭
か
ら

　
30
日
㈮
︵
消
印
有
効
︶
ま
で
に
、

　
申
込
書
を
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
　
東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ

　
ス
㈱
︵
〒
１
０
０
ー
８
６
９
９
　

　
千
代
田
区
大
手
町
２
ー
６
ー
２
︶

▽
問
合
せ
　
管
理
課
下
水
道
係
︵
直

　
通
５
５
８
・
２
０
５
４
︶
、
東
京

　
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
㈱
︵
☎
03
・

　
３
２
４
１
・
０
８
１
８
︶

（３）　令和元年（2019年）７月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

フリーダイヤル☎0120－558－540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558－7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

７
月
21
日
㈰

　
参
議
院
議
員
選
挙
投
票
日
で
す

市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
説
明
会

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
（
録
画
）
で
配
信
中
！

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
、

　
　
　
　
設
置
に
対
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

あ
き
る
野
市
立
増
戸
中
学
校
３
年

　
　
　
　
　
仲
野
摩
耶
さ
ん
の
作
品

選挙のめいすいくん

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

　
資
格
認
定
共
通
試
験
を

　
　
　
　
　
　
　
実
施
し
ま
す

表１　危険ブロック塀などの撤去

補助対象

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」
　　　日本建築防災協会2013.1より一部改変

補助額

道路に面しているレンガ造、石造、コンクリートブロック

造その他の組積造の塀及び門柱で高さが１ｍ（擁壁上にあ

るものは0.6ｍ）以上のもので、地震発生時に、倒壊し、

通行の妨げ、人に危害を及ぼすおそれのあるもの

ブロック塀について、以下の項目を点検し、１つでも不適合があれば危険なの
で改善しましょう。まず外観で１から５までをチェックし、１つでも不適合が
ある場合や分からないことがあれば、専門家に相談してください。

□１　塀は高すぎない

・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下

□２　塀の厚さは十分

・塀の厚さは10cm以上か（塀の高さ

　が２ｍ超2.2ｍ以下の場合は15cm以

　上）

□３　控え壁はある（塀の高さが1.2

　ｍ超の場合）

・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高

　さの1/5以上突出した控え壁がある

□４　基礎がある

・コンクリートの基礎がある

□５　塀は健全

・塀に傾き、ひび割れはない

＜専門家に相談しましょう＞

□６　塀に鉄筋は入っている

・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されてお

　り、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされ

　ている

・基礎の根入れ深さは30cm以上（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合

□１　塀の高さは地盤から1.2ｍ以下

□２　塀の厚さは十分

□３　塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある

□４　基礎がある

□５　塀に傾き、ひび割れはない

＜専門家に相談しましょう＞

□６　基礎の根入れ深さは20cm以上

撤去工事費用または危険ブロック塀などの

長さに１ｍ当たり11,000円を乗じた額のい

ずれか低い額の10分の５（80,000円を限

度）

表２　ブロック塀などの設置（注１）

補助対象

注１）ブロック塀などの設置のみの助成はありません。
注２）撤去する危険ブロック塀などの長さを超える部分は補助対象外です。

補助額

建築基準法施行令に規定する技術的基準を満たす組造か補

強コンクリートブロック造の塀（道路面から1.2ｍ以下）、

軽量かつ堅ろうな材料で、倒壊防止に十分配慮されたフェ

ンスなど

設置工事費用または安全な塀の長さ（注

２）に１ｍ当たり29,000円を乗じた額のい

ずれか低い額の10分の３（120,000円を限

度）

生け垣 設置工事費用または生け垣の長さ（注２）

に１ｍ当たり16,000円を乗じた額のいずれ

か低い額の10分の４（90,000円を限度）


